
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人海技教育機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長 　役員報酬は、月額及び期末・勤勉手当から構成されている。

理事
　・俸給 理事長 ９１２，０００円

監事 理事 ７２０，０００円
監事 ６４８，０００円
監事（非常勤） ２４４，０００円

俸給に加え、常勤役員の該当者に対して下記の手当が支給されている。
・地域手当（俸給×地域手当割合）　　・通勤手当　　・単身赴任手当

・期末手当

・勤勉手当

　期末・勤勉手当については、役員報酬規程に則って下記のとおり支給されてい
る。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　勤勉手当において、勤勉手当基準額に当該役員の勤務実績及び業務評価の結果を勘
案して決定した割合を乗じて支給している。

　月額については、独立行政法人海技教育機構機構役員報酬規程（以下「役員
報酬規程」）に則り、下記のとおりとなっている。

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２６年度における改定内容

　基準額（俸給＋地域手当＋俸給×１００分の２５＋俸給及び地域手当の月
額に１００分の２０を乗じて得た額）に６月に支給する場合においては１００分
の６２．５、１２月に支給する場合においては１００分の７７．５を乗じ、さらに基
準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。

　基準額（期末手当と同様に算出）に基準日以前６箇月以内のその者の勤務
成績に応じて理事長が定める割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期
間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

　なお、役員全体に支給する勤勉手当の総額は、役員全員の基礎額合計に
１００分の７７．５を乗じて得た額を超えることはできない。

　平成２６年度においては、平成２６年人事院勧告を受けた給与法改正に準
じ、勤勉手当支給率の０．１５ヶ月分の引き上げを実施した。

  ②  平成２６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

当法人は、船舶の運航に関する学術及び技能を教授すること等により、船員の養成及び
資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的として、船員
となるための新人教育、船員として必要な資格教育、実務教育等を行う人材育成型の法人
である。

その業務内容に鑑み、役員報酬の水準については、通則法第５０条の２第３項の規定の
趣旨を踏まえ、国の養成機関の職員に適用される一般職の職員の給与に関する法律の指
定職俸給や、以下の類似の法人を参考に、役員の職責と当法人の業務の実績を勘案して
設定している。

①独立行政法人航空大学校（常勤職員数101名（平成26年4月1日現在））
役員報酬月額（推計） 理事長912,000円

②独立行政法人水産大学校（常勤職員数175名（平成26年4月1日現在））
役員報酬月額（推計） 理事長912,000円、理事



２　役員の報酬等の支給状況
平成２６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,405 10,944 4,312 1,149 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

1,555 （地域手当）

348 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

1,296 （地域手当）

289 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

622 （地域手当）

348 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

2,928 2,928 0 0
（　　　　）

注１：「地域手当」とは、地域における物価等を考慮し、一定の地域に在勤する職員に支給される手当
　　　である。
注２：「単身赴任手当」とは、単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に
　　　比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として
　　　支給される手当である。
注３：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長
　理事

　監事
　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

8,640 3,579

Ｂ監事
（非常勤）

3月31日 ※B理事

A理事 14,142 ◇3,5998,640 4月1日

13,804

法人の長

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

◇A監事 11,802 7,776 3,056 3月31日

国土交通省所管独立行政法人の平均役員報酬年額（推計）は、監事につ
いては12,957千円、非常勤監事については2,928千円であった。

当機構の監事・非常勤監事の報酬水準は、妥当なものであると考える。

役員報酬の水準については、Ⅰ－１－①の考え方のとおり、一般職の職員
の給与に関する法律の指定職俸給を参考に、役員の職責と当法人の業務
の実績を勘案して設定しており、法人の代表者である理事長については、
指定職俸給表の４号俸（本府省の部長職等）相当、理事については同俸給
表の１号俸相当を参考としている。

指定職俸給表 4号俸 912,000円 同 1号俸 720,000円
上記俸給水準は、専門分野の人材育成を行っている他の独立行政法人

航空大学校（常勤職員数101名（平成26年4月1日現在））、独立行政法人水
産大学校（常勤職員数175名（平成26年4月1日現在））の水準との比較にお
いても妥当である。

独立行政法人航空大学校役員報酬月額（推計） 理事長912,000円
独立行政法人水産大学校役員報酬月額（推計）

理事長912,000円、理事776,000円

当該法人の業務目的は、船員及び船員となろうとする者に対し船舶の運航

に関する学術及び技能を教授すること等により、船員の養成及び資質の向

上を図ることであるが、その業務内容に鑑みれば、Ⅰ－１－①に示す国家公

務員や、他の類似の法人を参考にその職責を勘案して設定するという役員

報酬水準の設定の考え方は妥当である。

Ⅰ－２の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の実績

評価の結果に鑑みても、法人の検証結果は適当である。



４　役員の退職手当の支給状況（平成２６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤勉手当額の算定時、勤勉手当基準額にその者の職務実績に応じて理事長が定
める割合を乗じており、今後も継続していく予定である。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

法人の長

法人での在職期間

判断理由

該当なし

理事

監事



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

勤務成績が良好な職員のうち、昇格基準に達した者を昇格

昇給日前１年間にかかる勤務成績が良好な職員に対し昇給を実施

勤務成績に応じて勤勉手当の支給割合の加減を行う

　③　 給与制度の内容及び平成２６年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　当法人は、船舶の運航に関する学術及び技能を教授すること等により、船員の養成及び資
質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的として、船員とな
るための新人教育、船員として必要な資格教育、実務教育等を行う人材育成型の法人であ
る。
　その業務内容に鑑み、職員の給与については、独立行政法人通則法第５０条の１０第３項の
規定の趣旨を踏まえ、国の養成機関の職員に適用される一般職の職員の給与に関する法律
の俸給表を参考に、社会一般の情勢に適合する水準としている。

　独立行政法人海技教育機構機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（扶養手当、地域
手当、広域異動手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、実習授業手当、
教員特殊業務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤
勉手当、教職調整額及び寒冷地手当）としている。
　期末手当については、期末手当基準額（①俸給、扶養手当、これらに対する地域手当及び
広域異動手当の合計、②特定幹部職員にあっては①に職責に応じて１００分の１５～１００分２
５の間で定められた割合を乗じて得た額、③俸給及び俸給に対する地域手当及び広域異動
手当の合計に職員の職責に応じて１００分の０～１００分の２０の間で定められた割合を乗じた
額の合計）に、６月に支給する場合においては１００分の１２２．５（特定幹部職員については１
００分の１０２．５）、１２月に支給する場合においては１００分の１３７．５（特定幹部職員について
は１００分の１１７．５）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋俸給に対する地域手当及び広域異動手当
の合計に期末手当基準額の②，③を加算したもの）に職員の勤務成績及び勤務期間に応じ
て給与規程実施細則に定める割合を乗じて得た額としている。
　なお、平成２６年度においては、平成２６年人事院勧告を受けた給与法改正に準じ、①全俸
給表の引き上げ（約０．３％）、②勤勉手当支給率の０．１５ヶ月分の引き上げ等を実施した。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

147 47.7 7,368 5,510 97 1,858
人 歳 千円 千円 千円 千円

47 44.7 6,437 4,835 92 1,602
人 歳 千円 千円 千円 千円

71 47.3 7,163 5,407 55 1,756
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 53.3 9,538 6,969 214 2,569
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 －　 －　 －　 －　 －　

注１：

注２：

注３：

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 62.9 4,816 4,064 107 752
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 －　 －　 －　 －　 －　
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.3 4,718 3,973 26 745
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 －　 －　 －　 －　 －　

注１：

区分

常勤職員

人員

事務・技術

再任用職員

総額

調理員とは、学生寮における給食に関する専門的業務を行う職種を示す。

調理員

平均年齢
平成２６年度の年間給与額（平均）

調理員については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人
数以外は記載していない。

事務・技術職員及び教育職種（船員教育大学教員等）については、該当者が１人のため、当該個人に関
する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）／教育職員（高等専門学校教員）について
は、該当者がないため省略した。

教育職種
（船員教育大学教員等）

教育職種
（船員教育高等学校教員

等）

事務・技術

うち所定内

教育職種
（船員教育大学教員等）

教育職種
（船員教育高等学校教員

等）

うち賞与



②

注１： ①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：

注３：

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

2 － － － －

1 － － － －

2 － － － －

1 － － － －

4 23.5 2,691 － －

1 － － － －

11 55.0 8,614 9,828 6,546

5 51.9 7,465 7,561 7,376

8 47.6 6,602 7,583 5,578

4 43.3 5,153 － －

8 29.9 3,605 5,659 2,415

注１：

注２：

本部課長、本部課長補佐、本部係長、本部主任、地方部長の該当者は２名以下であるため、当該個人に関する情報
が特定されるおそれがあることから、人数以外は記載していない。

本部係員、地方主任の該当者は４名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、最高給
与額及び最低給与額は記載していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
以下、④まで同じ。〕

平均年齢

年齢24～27歳及び32～35歳の該当者は２名以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあること
から、平均給与額については表示していない。

・本部主任

人員

・本部課長

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

年間給与額

最高～最低

・本部課長補佐

・本部係長

・本部係員

・地方部長

・地方課長

・地方課長補佐

年齢28～31歳、36～39歳、40～43歳及び44～47歳の該当者は４名以下であるため、当該個人に関する情報が特定
されるおそれがあることから、第１四分位及び第３四分位については表示していない。

・地方係長

・地方主任

・地方係員

0

2

4

6

8

10

12

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－

２３歳

２４－

２７歳

２８－

３１歳

３２－

３５歳

３６－

３９歳

４０－

４３歳

４４－

４７歳

４８－

５１歳

５２－

５５歳

５６－

５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

62.5 61.5 62

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

37.5 38.5 38

％ ％ ％

         最高～最低 42.8～33.9 43.6～34.9 41.0～35.8

％ ％ ％

64.5 62.6 63.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.5 37.4 36.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.4～31.9 44.2～34.4 40.0～33.7

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 ９５.９

・年齢・地域勘案 ９９.０

・年齢・学歴勘案 ９８.２

・年齢・地域・学歴勘案 ９９.６

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　90.3％】

【累積欠損額 0円(平成25年度決算) 】
【管理職の割合 27.7％（常勤職員数47名中13名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 17％（常勤職員数47名中8名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 54.3％】

　給与水準の妥当性の
　検証

内容

対国家公務員
指数の状況

管理
職員

一律支給分（期末相当）

引き続き、国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取組む

該当なし

（主務大臣の検証結果）
当該法人の業務目的は、船員及び船員となろうとする者に対し船舶の運航
に関する学術及び技能を教授すること等により、船員の養成及び資質の向
上を図ることであるが、その業務内容に鑑みれば、Ⅱ－１－①に示す国家
公務員に準じて給与水準の設定をするという考え方は妥当である。
また、Ⅱ-2の給与実績は給与水準の設定の考え方に即して俸給表は国と
同一となっていることから、法人の検証結果は適当である。

【検証結果】
（法人の検証結果）
当法人は、船員となるための新人教育、船員として必要な資格教育、実務
教育等の業務を担っており、職員の給与水準は、Ⅱ－１－①で記載したと
おり、国の養成機関の職員に適用される一般職の職員の給与に関する法
律に基づく俸給表に準じて設定しているが、Ⅱ-2の結果は、Ⅱ-1-①の考え
方に則って国家公務員の俸給表に即した給与実績となっており、妥当であ
ると考える。

項目

一般
職員

一律支給分（期末相当）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

区分

（支出総額　2,442,631,920円、給与・報酬等支給総額　1,326,519,925円：
平成25年度決算）

（国からの財政支出額　2,384,974,000円、支出予算の総額　2,641,232,000
円：平成26年度予算）

賞与（平成２６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）



４　モデル給与

○　２２歳　（大卒初任給、独身)
月額　１５６，４００円　　　年間給与　２，５０９，０００円

○　３５歳　（本部主任、配偶者・子１人）
月額　２５７，３００円　　　年間給与　４，６７６，０００円

○　４５歳　（本部係長、配偶者・子２人）
月額　３６１，２００円　　　年間給与　６，６９８，０００円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤勉手当額の算定時、勤勉手当基準額にその者の職務実績に
応じて理事長が定める割合を乗じる、年1度の定期昇給の際に勤
務評定の結果を反映するなどしており、今後も継続していく予定
である。



Ⅲ　総人件費について

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）
に基づき、平成25年3月から以下の措置を講じた。

【役員】
民間と均衡を図るため「調整率」を設け、段階的に引き下げた。

期間 調整率
平成25年3月22日～平成25年9月30日 98/100
平成25年10月1日～平成26年6月30日 92/100
平成26年7月1日以降 87/100

【職員】
民間と均衡を図るため規定上設けられた「調整率」を、段階的に引き下げた。

期間 調整率
（改正前） 104/100
平成25年3月22日～平成25年9月30日 98/100
平成25年10月1日～平成26年6月30日 92/100
平成26年7月1日以降 87/100

・退職手当見直し措置による削減額の総額　　　　　　　24,794千円

Ⅳ　その他

特になし

福利厚生費
212,428 191,854 198,970 218,823

166,034

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与
111,784 107,635 119,166 119,710

1,728,031 1,987,2381,860,4552,048,259

退職手当支給額
181,642 206,328 83,375

1,326,520 1,482,671

区　　分

1,354,638

「給与、報酬等支給総額」が対前年度比で12％、また「最広義人件費」が対前年度比で
15％増加しているが、これは平成25年度まで実施されていた給与改定・臨時特例法に
基づく国家公務員の給与減額支給措置に準じて行っていた減額支給措置（▲9.77％
～4.77％）が終了したことと、平成26年人事勧告を受けた給与法改正に準じて職員の俸
給額見直し（約0.3％の引き上げ）等を行ったこと、定年退職者数が25年度の約2.3倍で
あったこと等による。

給与、報酬等支給総額
1,542,405


